
議案第８２号 

 

   土地改良事業の計画の変更について 

 

土地改良事業の計画を下記のとおり変更することについて、土地改良法（昭和２４年法律第

１９５号）第９６条の３第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

  令和７年１２月２日提出 

 

                        加西市長  高 橋 晴 彦 

 

記 

 

１ 事業の名称   農山漁村地域整備交付金 農業基盤整備促進事業 東高室地区 

２ 事業の目的   ほ場整備事業により、区画形質の変更、用排水路の分離等ほ場条件の整

備を行い、大型機械の導入等により、農業の生産性の向上を図り、併せ

て農業構造の改善に資するものである。 

３ 所在地     加西市北条町東高室  

４ 事業計画区域  １８．０ha 

５ 総事業費    変更前 ４６４，０００千円 

変更後 ６２８，１１４千円 

６ 非農用地区域  変更前  ３箇所（４，８１０㎡） 

変更後 １１箇所（７，１６７㎡） 

７ 変更理由    令和２年８月２７日に決定した土地改良事業の計画において、物価の変

動、労賃の変動、事業量の変更、工法の変更等に伴い総事業費及び非農

用地区域の面積等を変更する必要が生じたことによる。 



 
 

 

（審議資料） 

 

  加西市北条町東高室地区における土地改良事業の計画を変更することについて、土地改

良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 96 条の３第１項の規定により、議会の議決を求めるも

の。                                （後掲参照） 
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